
控
除
証
明
書
を
送
付
し
ま
す

日�
令
和
６
年
１
月
１
日
〜
９
月

30
日
ま
で
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
人
…
送
付
済

　

�

10
月
１
日
〜
12
月
31
日
ま
で

に
納
付
し
た
人
…
令
和
７
年

２
月
上
旬
に
送
付
予
定

▼
詳
細
は
こ
ち
ら

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
０
０
４

　

東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
５
３
５
―
０
１
４
１

個
人
事
業
主
対
象
の

決
算
説
明
会
を
開
催

日�

12
月
17
日
㊋
〜
19
日
㊍　

10

時
30
分
〜
／
13
時
30
分
〜

対�

17
日
…
事
業
所
得
が
あ
る
人

　

18
日
…
農
業
所
得
が
あ
る
人

う
食
品
を
引
き
取
り
、
生
活
に

困
っ
て
い
る
人
に
提
供
す
る
活

動
を
年
中
行
っ
て
い
ま
す
。
企

業
や
家
庭
で
余
っ
た
食
品
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

持�

未
開
封
で
賞
味
期
限
ま
で
１

カ
月
以
上
あ
る
も
の
（
例
：

お
米
、レ
ト
ル
ト
食
品
な
ど
）

問�

伊
達
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
５
７
６
―
４
０
５
０

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

必
ず
届
け
出
を
！

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日
に
所
有
し
て
い
る
土
地
、
家

屋
、
償
却
資
産
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
所
有
家
屋
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
令
和
６
年
中
に
取
り
壊

し
た
ら
、
年
内
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。
令
和
６
年
中
に
滅
失

（
取
り
壊
し
）の
登
記
を
し
た
場

合
、届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

届
出
書
は
税
務
課
、
各
総
合

支
所
配
布
の
ほ
か
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問�

税
務
課
資
産
税
係

☎
５
７
５
―
１
２
３
５

11
月
30
日
㊏
は

「
年
金
の
日
」
で
す

こ
の
機
会
に「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

で
年
金
記
録
の
確
認
を

　

自
分
の
年
金
記
録
を
確
認
で

き
、
国
民
年
金
の
社
会
保
険
料

控
除
証
明
書
や
公
的
年
金
の
源

泉
徴
収
票
の
再
交
付
を
申
請
で

き
ま
す
。

▼
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

問
東
北
福
島
年
金
事
務
所

　

☎
５
３
５
―
０
１
４
１

　

国
保
年
金
課
給
付
係

　

☎
５
７
５
―
１
１
９
８

飲
酒
運
転
は
絶
対
ダ
メ
！

交
通
事
故
を
な
く
そ
う

年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止

県
民
総
ぐ
る
み
運
動

日�

12
月
10
日
㊋
〜
１
月
７
日
㊋

運
動
の
重
点
…
①
夕
暮
れ
時
や

夜
間
の
事
故
防
止
／
②
飲
酒
運

転
の
根
絶
／
③
高
齢
運
転
者
対

策
の
推
進
／
④
自
転
車
の
ヘ
ル

メ
ッ
ト
着
用
と
交
通
ル
ー
ル
遵

守
／
⑤
全
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
等
の
正
し
い
着
用
を
徹
底

問
生
活
環
境
課
生
活
交
通
係

☎
５
７
５
―
１
２
９
０

伊
達
市
の
水
道
水
は

伊
達
市
の
水
道
水
は

お
い
し
く
て
安
全
安
心

お
い
し
く
て
安
全
安
心

　

市
の
水
道
水
は
、
各
配
水
池

系
統
ご
と
の
試
験
で
水
質
基
準

を
す
べ
て
ク
リ
ア
し
た
水
道
水

で
、
市
内
16
カ
所
で
異
常
が
な

い
か
毎
日
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
の「
お
い
し
い
水
研

究
会
」が
調
査
し
た
蒸
発
残
留
物

や
残
留
塩
素
の
濃

度
な
ど
を
満
た
す

優
れ
た
水
で
す
。

問�

上
下
水
道
課
水
道
施
設
係

☎
５
７
３
―
５
０
３
８

募
集

市
営
住
宅
の
入
居
者

随
時
募
集
し
て
い
ま
す

普
通
市
営
住
宅（
低
所
得
者
向
け
）

　

収
入
が
条
例
で
定
め
た
金
額

以
下
（
そ
の
他
要
件
あ
り
）

特
別
市
営
住
宅（
中
所
得
者
向
け
）

　

収
入
が
規
則
の
基
準
以
内

（
そ
の
他
要
件
あ
り
）

他�

募
集
住
宅
な
ど

　

詳
細
は
こ
ち
ら

問
建
築
住
宅
課
住
宅
管
理
係

☎
５
７
３
―
５
０
６
４

場
伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合

　
清
掃
セ
ン
タ
ー
総
務
課
事
務
所

方
法
書
第
１
回
説
明
会

日�

１
月
９
日
㊍　

18
時
30
分
〜

場
桑
折
町
屋
内
温
水
プ
ー
ル
・

　
多
目
的
ス
タ
ジ
オ「
イ
コ
ー
ゼ
」

方
法
書
第
２
回
説
明
会

日�

１
月
11
日
㊏　

14
時
〜

場
保
原
中
央
交
流
館　

３
階

※
内
容
は
９
日
と
同
じ
で
す
。

問�

伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合

☎
５
８
２
―
２
０
５
１

脳
ド
ッ
ク（
脳
Ｍ
Ｒ
Ｉ
）

助
成
申
込
期
限
延
長

対�
伊
達
市
国
民
健
康
保
険
加
入

お
知
ら
せ

児
童
手
当
の
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か

　

令
和
６
年
10
月
分
か
ら
児
童

手
当
の
支
給
要
件
が
変
更
に
な

り
ま
し
た
。
高
校
生
以
上
の
お

子
さ
ん
の
み
が
い
る
家
庭
な
ど

は
支
給
対
象
に
な
る
場
合
が
あ

り
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
詳
細
は
こ
ち
ら

問
ネ
ウ
ボ
ラ
推
進
課

　

子
育
て
支
援
係

☎
５
７
３
―
５
６
５
２

確
定
申
告
で
利
用
す
る

確
定
申
告
で
利
用
す
る

証
明
書
を
送
付

証
明
書
を
送
付

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

　

19
日
…�

事
業
所
得
者
で
青
色

申
告
の
人

場
福
島
テ
ル
サ　

３
階

　
（
福
島
市
上
町
４

−

25
）

内�

所
得
税
法
の
改
正
点
な
ど

問
福
島
税
務
署

　

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
５
３
４
―
３
１
２
１

ご
み
焼
却

施
設
の
更
新

　

ご
み
焼
却
施
設
の
更
新
に
伴

う
周
辺
環
境
へ
の
影
響
調
査
の
た

め
説
明
会
な
ど
を
開
催
し
ま
す
。

方
法
書
の
縦
覧

日�

12
月
12
日
㊍
〜
１
月
17
日
㊎

　12 月のお知らせやイベントを
ご案内します。掲載した行事や
イベントは、予定を変更・中止
する場合があります。

【マークの見方】
日 日時　場 場所・会場
内 内容　持 持ち物　対 対象
定 定員　師 講師　申 申込方法

 費用　問 お問い合わせ　
他 その他

の
40
歳
以
上（
昭
和
60
年
４
月

１
日
前
出
生
）74
歳
以
下
の
人

���

個
人
負
担
…
検
査
費
の
半
額

�

申�

12
月
13
日
㊎
ま
で
に
国
保
年

金
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
に

申
込
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

他�

申
込
書
は
国
保
年
金
課
、
各

総
合
支
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
入
手
で
き

ま
す
。

問�

国
保
年
金
課
給
付
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
１
９
８

フ
ー
ド
バ
ン
ク
の

フ
ー
ド
バ
ン
ク
の

食
材
を
随
時
募
集
中

食
材
を
随
時
募
集
中

　

や
む
な
く
破
棄
さ
れ
て
し
ま 市 HP

除雪は積雪深15㌢を基準に幹線道路を優
先して作業します。道路用融雪剤が必要

な場合は各総合支所にお問い合わせください。

除雪にご協力をお願いします

◉除雪後の自宅前の雪処理にご協力ください。
◉路上駐車をしないでください。
◉雪を車道に出さないでください。
◉道路上に張り出た枝は剪

せんてい
定してください。

ご協力をお願いします

水道メーター付近の除雪にご協力を

水道メーターが雪に埋ま
り、検針に支障をきたす

ことがあります。円滑な検針
のため、ご協力お願いします。
◉水道メーター周囲の除雪にご協力ください。
◉�除雪が困難な場合は、メーターの位置が
分かるようカラーコーンなどの目印を設
置してください。

◉�水道メーター付近に駐車する・荷物を置く際、
水道メーターボックスの上を避けてください。

問�水道お客さまセンター�☎ 573-5036

問�維持管理課管理調整係�☎ 573-5076

小型除雪機の貸し出しを
行っています

市道や通学路を除雪する場合に使用でき
る小型除雪機を、各総合支所および小

中学校に配置しています。
◉�町内会や PTAなどボランティア団体が利
用可能です。

◉�貸し出しは午前・午後単位です。
◉�除雪機は借受者にて運搬していただきます。
ご利用の際は各総合支所および各小中学校
へお問い合わせください。

不妊治療費を助成します
一般不妊治療、特定不
妊治療の費用を助成しま
す。対象の人はご利用く
ださい。

対象
次の①〜④を全て満たす人
①令和４年４月１日以降に一般・特定不
妊治療を受けた夫婦（事実婚含む）�②治
療開始日の妻の年齢が 43 歳未満　③夫
婦両方またはいずれか一方が伊達市民　
④福島県を除く他自治体の助成を受けて
いない

助成内容
一般不妊（タイミング法、人工授精）…
夫婦１組に対し３年間で合計６万円助成
特定不妊（体外受精、顕微授精、男性不
妊治療）…１回の治療に対し、上限５万
円または15万円助成（助成回数制限あり）

申請期限
申請には期限があります。申請
方法などは市ホームページをご
覧ください。申請前にお問い合
わせ先にご連絡ください。

問 健康推進課地域母子係　☎ 576-3510

市 HP

市 HP

年金機構

市 HP

衛生処理組合

市 HP
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万が一に備えた農業保険

安定した農業経営のために、さまざまなリスク
に対応できる収入保険やもも、ぶどう、かき

など対象果樹ごとに加入できる果樹共済にぜひ加入
しましょう。

事業名 対象者 内容 備考
農業保険助成事業

（果樹共済） 認定農業者 果樹共済掛金の一部を補助
　15％以内 問合せ・申込先

●  福島県農業共済組合県北支所
　 福島出張所
　 ☎ 544-2711（代）
●  福島県農業共済組合県北支所
　 福島出張所伊達連絡所
　 ☎ 572-5733

農業保険助成事業
（収入保険）

青色申告を
行う農業者

収入保険料の一部を補助
・加入 1 年目 30％以内
・加入 2 年目 20％以内
・加入 3 年目 10％以内
＊限度額 5 万円

（認定農業者は毎年 10％を継続補助）

青色申告記帳代行
補助

青色申告を
新たに行う

農業者

農業者が新たに青色申告に取り組む際
の記帳代行料を補助

（記帳代行料 1/2 以内）

問合せ・申込先
●  JA ふくしま未来伊達地区
　営農企画課　☎ 575-0114

農業共済
HP

イ
ベ
ン
ト

企
画
展「
松
前
藩
と
梁
川
」

企
画
展「
松
前
藩
と
梁
川
」

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

　

企
画
展
の
展
示
内
容
を
担
当

学
芸
員
が
説
明
し
ま
す
。

日�

12
月
14
日
㊏
、
令
和
７
年
1

月
11
日
㊏　

各
日
10
時
30

分
〜
／
14
時
30
分
〜

場�

保
原
歴
史
文
化
資
料
館

�

入
館
料
の
み　
申
不
要

問�

保
原
歴
史
文
化
資
料
館

☎
５
７
５
―
１
６
１
５

冬
の
献
血

冬
の
献
血

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日�

12
月
17
日
㊋

場�

伊
達
市
役
所

　

10
時
〜
16
時
30
分

　

梁
川
総
合
支
所

　

13
時
〜
16
時

問
健
康
推
進
課
健
康
管
理
係

☎
５
７
５
―
１
１
１
６

寒
さ
に
負
け
ず

寒
さ
に
負
け
ず

体
を
動
か
し
ま
せ
ん
か

体
を
動
か
し
ま
せ
ん
か

や
さ
し
い
ヨ
ガ
教
室

　市では、加入者の負担を軽減する
ため下記の内容で納入額の一部を補
助しています。
　掛金の 50％は国が補助する優れ
た保険制度です。

日
１
月
８
日
㊌
〜
１
月
29
日
㊌

　

毎
週
水
曜
19
時
〜
20
時

定
20
人　
場
保
原
プ
ー
ル
ロ
ビ
ー

２
０
０
０
円　
対�

一
般

申
12
月
９
日
㊊
〜
20
日
㊎

問�

伊
達
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社

　
　
　

☎
５
９
７
―
８
０
１
５

伊
達
市
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

①
新
春
大
会

日
１
月
11
日
㊏　

10
時
〜

定
１
３
０
人　

１
５
０
０
円

申
12
月
16
日
㊊
〜
１
月
６
日
㊊

②
初
心
者
講
習
会

日
１
月
19
日
㊐　

13
時
〜

定
15
人　

１
０
０
０
円

申
12
月
15
日
㊐
〜
１
月
５
日
㊐

問�

伊
達
市
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

　
　
　

☎
５
６
３
―
３
９
５
０

梁
川
プ
ー
ル
教
室

①
成
人（
ス
イ
ム
＆
ウ
ォ
ー
ク
）

日
１
月
８
日
㊌
〜
３
月
12
日
㊌

　

全
10
回
（
水
曜
）　
定
20
人

申
12
月
１
日
㊐
〜
15
日
㊐

②
小
学
生（
水
泳
教
室
）

日�

１
月
〜
３
月　

木
、
金
、
土

コ
ー
ス（
各
10
回
）�

定
各
30
人

申
12
月
１
日
㊐
〜
15
日
㊐

問�

梁
川
プ
ー
ル

　
　
　

☎
５
７
７
―
４
１
６
１

定例行政相談会（予約不要）
日 12 月９日㊊　10 時〜12 時
場�市役所1階シルクホール
内��役所や特殊法人などへの意見・要望
問 秘書広報課広報広聴係　☎575-1113

弁護士による無料相談会（要予約）
日 12 月 11 日㊌、1 月 15 日㊌
　 13 時〜 16 時（1 人 30 分）
場�市役所中央棟１階　消費生活センター
内�消費者問題、多重債務など
問 消費生活センター　☎ 574-2233

無料相談
12 月 4 日㊌〜10 日㊋は「人権週間」
人権擁護委員による特設人権相談所

日 12 月２日㊊　10 時〜15 時
場�保原中央交流館　第二和室・相談室
内��いじめ、差別、家庭内や近隣間のも
め事・悩み事など

申�事前予約不要

人権擁護委員が悩みや相談をお聞きします。

◆人権に関する電話相談◆
みんなの人権 110 番 ☎ 0570-003-110
子どもの人権 110 番 ☎ 0120-007-110
女性の人権ホットライン ☎ 0570-070-810
※受付：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

問 福島地方法務局人権擁護課
　�☎ 534-1994

デジタル活用サポーター　スマホ相談会

問  デジタル変革課DX推進係��☎ 575-1159

スマホ教室（スキルアップ編保原会場）

日付 内容

1/8 ㊌ L
ラ イ ン
INE の基本から応用、Y

ユ ー チ ュ ー ブ
ouTube の使い方

1/15 ㊌ 料理レシピアプリの活用、ラジオアプリの使い方、
インスタグラムの始め方

1/22 ㊌ 地図アプリ、旅行サイト、電車乗換案内アプリの使い方

1/29 ㊌ インターネットの活用方法、インスタグラムの始め方、
YouTube の使い方

▶︎主な内容（1 回完結・複数回受講も可能）
場所：保原中央交流館　第 1研修室　時間：13 時〜 16時 30分

定員：各日 10人（申込順）　持ち物：利用中の自身のスマホ
申込方法：上記の二次元コードからお申し込みください。

さまざまな機能やアプリを学んで、スマホをもっと楽
しく便利に！興味のある内容を選んで受講できます。 申込
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操作方法の悩みについて個別に相談できます。サポーター（ボ
ランティア）がスマホに関する疑問を解消します！

日時：12 月 17 日㊋　10時〜 12時
場所：保原中央交流館　第 1研修室
参加方法：電話予約をして参加　☎ 080-7245-4395
※予約なしでも相談できますが、予約者を優先して対応します。
相談時間：１人あたり 30分　持ち物：利用中の自身のスマホ
備考：サポーターが教えられる範囲での相談となります。

市 HP申込
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